
特定小売商業施設の新設の届出に係る条例の手続き

資料１－１R1.9.10
福島県商業まちづくり審議会

新設届出書の提出

関係市町村からの意見聴取
関係市町村の住民等の意見提出

第１回商業まちづくり審議会

県の意見
意見なし ⇒手続き終了
意見あり ⇒対応報告が必要（+2か月）

H31.3.22

R1.7.3まで

R1.8.7

（R1.5.11 設置者が説明会を開催）

周辺市町村の指定申請（なし）H31.4.17まで

【関係市町村】

立地 二本松市
隣接 福島市、本宮市、郡山市、田村市、

川俣町、大玉村、三春町、猪苗代町、
浪江町、葛尾村

周辺 なし（指定申請なし）

１ 関係市町村の長
・意見なし。

２ 関係市町村の住民等
・意見書の提出なし。

諮 問R1.7.23

答 申

第２回商業まちづくり審議会R1.9.10

以下の事項を確認の上、県が意見を述べる際
に勘案すべき事項を踏まえ、意見交換を行った。
・ 条例の手続きの流れ
・ 新設届出の内容
・ 二本松市のまちづくりの方向性
・ 関係市町村及び住民等の意見

答申（案）の審議・決定


